
 

 

 

 

＜介護技能実習生を訪問系サービスに従事させる際に守る必要がある５つの遵守事項＞ 

 

 

① 技能実習生に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用

者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習

を行うこと。  

 

② 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する際、従事し始めた時から当

該技能実習生が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認められるまでの一定期間、当該

サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。  

 

③ 技能実習生が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の内容等に関して、当該技能

実習生に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務及び当該業務を通じて修得、習熟

又は熟達をさせる技能、技術又は知識の具体的な内容、当該技能実習生の将来におけるキャリアの目標並びに

それらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成すること。  

 

④ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において受けるハラス

メント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。  

 

⑤ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において不測の事態が

発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡

体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


